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 報  道  関  係  者  各  位  令  和  ７  年  ４  ⽉  16  ⽇ 

 舞  鶴  市  介  護  サー  ビ  ス  相  談  員  の  新  規  募  集  に  つ  い  て 

   

    舞  鶴  市  で  は、  介  護  サー  ビ  ス  を  提  供  す  る  施  設  等  を  訪  問  し、  利  ⽤  者  の  疑  問  や  相  談  等  を  お  聞  き 

 し、  サー  ビ  ス  提  供  事  業  者  へ  橋  渡  し  す  る  こ  と  に  よっ  て、  問  題  の  改  善‧  解  決  に  向  け  た  ⼿  助  け  を  す 

 る  介  護  サー  ビ  ス  相  談  員  を、  下  記  の  と  お  り  募  集  し  ま  す  の  で、  お  知  ら  せ  し  ま  す。 

 １     募  集  期  間        令  和  ７  年  ５  ⽉  ２  ⽇  （⾦）  〜  ５  ⽉  16  ⽇  （⾦） 
 ２     募  集  ⼈  数        若  ⼲  名 
 ３     応  募  資  格      ‧  舞  鶴  市  内  在  住  の  20  歳  以  上  の  ⽅ 
                       ‧  介  護  問  題  に  関  ⼼  が  あ  り、  普  通  ⾃  動  ⾞  第  ⼀  種  免  許  を  お  持  ち  で  週  １  回  程  度  の 
                            訪  問  活  動  が  で  き、  市  が  指  定  す  る  研  修  に  参  加  で  き  る  ⽅。 
 ４     選        考        ⾯  接  に  て  選  考  し  ま  す。  （⾯  接  ⽇  程  は  個  別  に  通  知） 
 ５     応  募  ⽅  法        所  定  の  応  募  ⽤  紙  （⾼  齢  者  ⽀  援  課  か  ⻄  ⽀  所  に  備  え  付  け、  ま  た  は  ホー  ム  ペー  ジ 
                         か  ら  ダ  ウ  ン  ロー  ド  可）  に  必  要  事  項  を  記  ⼊  し、  下  記  の  提  出  先  へ  直  接  お  持  ち  い  た 
                         だ  く  か、  郵  送  ま  た  は  FAX  に  よ  り  ご  応  募  く  だ  さ  い。 
 ６     提  出  先           舞  鶴  市  福  祉  部  ⾼  齢  者  ⽀  援  課 
                            〒  625-8555     舞  鶴  市  字  北  吸  1044     ☎0773-66-1013     FAX0773-62-7957 
 ７     そ  の  他           介  護  サー  ビ  ス  相  談  員  制  度  に  関  ⼼  の  あ  る  ⽅  に  説  明  会  を  開  催  し  ま  す。 
                         制  度  内  容  の  ほ  か、  現  在  活  躍  中  の  介  護  サー  ビ  ス  相  談  員  が  訪  問  活  動  等  の  現  状  を 
                         説  明  し  ま  す。 
                         予  約  は  不  要  で  す。  ぜ  ひ  ご  参  加  く  だ  さ  い。 
                       ‧  ⽇  時  ：  令  和  ７  年  ５  ⽉  13  ⽇  （⽕）  13  時〜  13  時  30  分 
                       ‧  場  所  ：  市  役  所  本  館  2  階  202  会  議  室 

 〜  参  考  〜 
 介  護  サー  ビ  ス  相  談  員  と  は 
    厚  ⽣  労  働  省  の  「介  護  サー  ビ  ス  相  談  員  派  遣  事  業」  に  基  づ  き  市  町  村  が  実  施  す  る  も  の  で、  研  修  を  修 
 了  し  た  介  護  サー  ビ  ス  相  談  員  が、  デ  イ  サー  ビ  ス  や  特  別  養  護  ⽼  ⼈  ホー  ム  な  ど  の  介  護  サー  ビ  ス  提  供  の 
 場  を  訪  ね、  利  ⽤  者  の  ⽇  常  的  な  不  平  や  不  満  ⼜  は  疑  問  に  気  軽  に  応  対  し、  サー  ビ  ス  提  供  事  業  者  と  の  橋 
 渡  し  役  と  な  る  こ  と  で  ト  ラ  ブ  ル  を  未  然  に  防  ぎ  サー  ビ  ス  の  質  を  ⾼  め  る  た  め  設  置  す  る  も  の  で  す。 
    舞  鶴  市  で  は、  平  成  12  年  度  か  ら  相  談  活  動  を  始  め  て  お  り、  現  在  ８  名  の  相  談  員  が  活  躍  さ  れ  て  い  ま 
 す。 

                            舞  鶴  市     ⾼  齢  者  ⽀  援  課  （担  当  ：  半  林） 
                   〒  625-8555  舞  鶴  市  字  北  吸  1044 

                               TEL:0773-66-1013  、  FAX  ：  0773-62-7957 
                E-mail:kourei@city.maizuru.lg.jp 


